
平成２６年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 11 府 省 庁 名  厚生労働省     

対象税目 

個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（ 都市計画税・特別土地保

有税、地方消費税） 

要望 

項目名 
介護保険法の改正に伴う税制上の所要の措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 

現在の介護保険制度において非課税等の優遇措置を講じているもの等について、見直し後の制度において

も引き続き同様の措置を講じられるよう、社会保障審議会介護保険部会において、介護保険制度の見直しに

ついて検討し、その結果を踏まえ所要の税制措置を講ずる。また、見直しの結果を踏まえ、見直し後の介護

保険制度において必要な税制措置について所要の税制措置を講じる。 

 

 

 

・特例措置の内容 

 

  現在のところ未定（今秋以降の社会保障審議会介護保険部会において議論）である。 

 

 

 

 

関係条文 

 

 

 

減収 

見込額 

［初年度］  －   （ － ）  ［平年度］  －   （  －  ） 

［改正増減収額］         －                    （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 

介護が必要になっても、住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、医療、介護、予防、生

活支援、住まいを包括的に継続的に提供する「地域包括ケアシステム」の実現を目指す。 

 

 

 

 

（２）施策の必要性 

 

現行の介護保険制度において措置されている税制上の優遇措置等について、見直し後の制度に引き継がれ

なかった場合、介護サービス事業者や利用者に多大な混乱が生じることとなるため、見直し後の制度におい

ても、引き続き同様の措置が不可欠である。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

 

ページ ― 



 

 

合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

基本目標Ⅸ  

「高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること」 

施策大目標Ⅸ－３  

高齢者の健康づくり・生きがいづくりを推進するとともに、介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護

を必要とする高齢者への支援を図ること 

施策目標Ⅸ－３－２ 

介護保険制度の適切な運営を図るとともに、質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること 

政策の 

達成目標 

 

－ 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

－ 

同上の期間中

の達成目標 

 

－ 

政策目標の 

達成状況 

 

－ 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

－ 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

介護保険制度改正に伴う税制上の所要の措置により、介護保険制度の適切な運営を図るとと

もに、質・量両面にわたり、介護サービス基盤の整備を図る。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

 介護保険給付の対象となる社会福祉事業の用に供する固定資産に係る所得税、都市計画税非

課税措置 

 居宅サービス等の消費税非課税措置 等 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

－ 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

介護保険制度の改正による税制上の所要の措置を講じることは、被保険者やその家族、介護

保険サービス事業者の税負担の均衡を図る点からも必要であり、本要望の措置は妥当であると

考える。 

また、税制上の措置を講じることで国民の保健医療の向上及び福祉の増進を実現することが

できる。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

－ 

 

 

これまでの要望経緯 

 

介護保険制度に係る税制優遇については、今回同様、法改正に合わせて平成 18 年度、平成

24年度等に非課税措置の維持の税制要望を行った。 

ページ ― 


